
匠の技を身近にCOLUMN区長

令和8年1月1日時点 ※（　）は前月比

うち外国人数 世帯数
38,584
（-135）

189,882
（-351）

人口総数 296,129 （-333）

男 148,214　女 147,915

人口と世帯

豊島区長
高際みゆき

　長い歴史の中で育まれ、職人の匠の技によって磨かれ、受け継がれてきた｢豊島の伝統工芸品｣。
その多くは生活必需品として、私たちの生活に根ざしたものの中から生まれてきました。今号で
は、豊島区伝統工芸保存会会員の工芸士が携わる13業種を一挙に紹介しています。工芸品は、
そのものが美しいのはもちろんのこと、作り手の技術と精神が細部に至るまで込められています。
2月27日、28日に開催される｢としまMONOづくりメッセ｣では、体験ブース内において、匠の技
に直接触れることができます。私も、デザインがとても素敵な工芸品を愛用しています。ぜひ、
多くの方に見て・聞いて・触れて、伝統工芸を身近に味わっていただきたいと思います。

住民税の申告

国民年金保険料

介護保険を利用したときの自己負担額は、医療費控除の対象となる場合があります

●所得のない方、少ない方へ
住民税の申告をしないと、国民健康保険料・後
期高齢者医療保険料・介護保険料の軽減を受
けられない場合があります※自己負担限度額
の負担区分を判定する際にも必要です。

社会保険料控除の適用を受けるには、税の申告
書提出の際に｢社会保険料(国民年金保険料)
控除証明書｣などが必要です。

社会保険料控除の対象
●国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料
いずれの保険料も、税控除申告時に納付額の証明書を添付する必要はありません。納付額を申告書に記入してください。

税申告が始まりました ～各種控除の確認をお願いします～PICK UP INFO

国民健康保険料…資格・保険料グループ☎03-4566-2377、後期高齢者医療保険料…後期高齢者医療グループ☎03-3981-1937、
介護保険料…保険料について/資格賦課グループ☎03-3981-6376、納付額について/収納グループ☎03-3981-4715

問

池袋年金事務所☎03-3988-6011、
ねんきん加入者ダイヤル☎0570-003-004、
(050で始まる電話からかける場合は☎03-6630-2525)

問

対象者

①

②

電子データ送付日 書面(郵送)送付日

令和7年1月1日～9月30日に
国民年金保険料を納付した方

令和7年10月1日～12月31日に
国民年金保険料を納付した方

(①の対象者は除く)
令和8年1月下旬 令和8年2月上旬

令和7年10月16日～
11月上旬に

日本年金機構から送付済

令和7年10月24日～
11月上旬に

日本年金機構から送付済

サービス事業者が発行した領収証には、確定申告の際に医療費
控除の対象となる金額が記載されています。

※福祉系サービスは同月に医療系サービスと併せて利用した場合に医療費控除の対象となります。
※一定の要件により対象外の場合があります。詳細は2次元コード参照。

医療費控除の対象となる介護サービス

介護保険サービスの種類 介護費用 居住費 食費

医
療
系

施
設

在
宅

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所リハビリテーション

短期入所療養介護

介護老人福祉施設 半額

半額

半額

半額

半額

半額地域密着型介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護医療院

2月2日  区民ひろば高南第二複合施設（高田3-38-7）リニューアルオープン！

区民ひろば高南第二
● エレベーター、車椅子対応トイレを新設。
● 独立した授乳室を新設。
● 2階プレイルームに絵本やままごとセットを設置。

高田介護予防センター
● 厨房面積を拡大。食堂事業での利便性向上。
● 活動室を可動間仕切りに変更。
   柔軟な部屋運用が可能。

9地域区民ひろば課施設整備グループ☎03-3981-1479
高齢者福祉課介護予防・認知症対策グループ☎03-4566-2434

新施設のポイント

● 区民ひろば高南第二
記念式典と高南小学校ブラスバンドコンサート。
おみやげあり。

● 高田介護予防センター
若返りレクリエーション。
音楽に合わせて楽しく体操・脳トレ。 

2月28日(土)   リニューアルオープンイベント
学習院大学
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（高田介護予防センター併設）

要介護認定を受けており、おむつ代について所得税の医療費控除を受ける方には、
｢おむつ使用証明書｣に代わる｢確認書｣を発行できる場合があります。
※詳細は問い合わせてください。

9介護保険課認定審査グループ☎03-3981-1368

おむつ代について所得税の医療費控除を受ける方

● 認知症対応型共同生活介護
● 特定施設入居者生活介護
● 地域密着型特定施設入居者生活介護

● 福祉用具貸与
● 特定福祉用具購入
● 住宅改修

9介護保険課給付グループ☎03-3981-1387

医療費控除の対象外の介護サービス(いずれのサービスも介護予防を含む)

としまニュース
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